


標準傷害保険（交通事故傷害危険のみ補償特約付き）加入申込書 2025年 1月版
帳票 ID 04021F

電話番号
004

ー ー

027

ー ー

005 フリガナ

003〒 ー

006 漢字
住

所 日中の連絡先（上記と異なる場合記入）

生活協同組合コープさっぽろ　御中

太枠内の項目をもれなくご記入ください。ご加入者氏名・被保険者氏名はフルネームでご署名ください。

私は、標準傷害保険（交通事故傷害危険のみ補償特約付き）の「重要事項説明書」および
「ご加入内容の確認事項」に記載されている内容を理解・確認し、下記のとおり加入を申し
込みます。また、私から特段の申し出をしない限り、以降、毎年 1月1日を継続日としてこ
の保険の契約を継続する手続きをあわせて申し込みます。

申込日
（告知日）令和

002

030

024
年

組合員
番　号

組合員
区分

241

加入日（保障開始日）

008

署名

007
フリガナ

者

入

加

ご

氏

名
令和 年 月１日

組合員1

月 日

※加入申込時、生協への口座登録をされていない方は、別途口座登録が必要です。

ご希望のコースの  白地部分  の項目をもれなくご記入くださいご希望のコースの  白地部分  の項目をもれなくご記入くださいご希望のコースの  白地部分  の項目をもれなくご記入ください。

日

月

年

生

年 月 日

023

昭和 S 令和 R平成 H

311

303

302 漢字

310

職業名（漢字）

性別

日

月

年

生

職種コード

業

職

ご

★

301
フリガナ

309

フリガナ

者

険

保

被

名

氏

人

本

族

家

年　　　月 日 歳日 歳満日 歳

304

1

2

男

女

386

死亡

2億円
千円

385

あり2

333

387

千円

後遺障害

2億円

388

円

入院日額

30,000円

389

円

通院日額

20,000円

保険金額（総額）が下記の

金額を超えている場合の

み総額をご記入ください。

310 309 311

事務職 11

営業職 21

サービス職 86

主婦・無職・学生 91

加入者証番号

265

305 330

1,620円CF3

2,140円CF4

上記に該当するものが無い場合は、以下に具体的なお仕

事内容を記入してください。（例　教員、食品製造など）

該当するご職業に○をつけてください。

約

契

険

保

の

他

★

※

411

403

402 漢字

410

職業名（漢字）

性別

日

月

年

生

職種コード

業

職

ご

★

401
フリガナ

409

フリガナ

者

険

保

被

名

氏

人

本

人

個

年　　　月 日 歳日 歳満日 歳

404

1

2

男

女

486

死亡

2億円
千円

485

あり2

433

昭和 S 平成 H 令和 R

昭和 S 平成 H 令和 R

487

千円

後遺障害

2億円

488

円

入院日額

30,000円

額
489

円

通院日

20,000円

保険金額（総額）が下記の

金額を超えている場合の

み総額をご記入ください。 営業職 21

サービス職 86

主婦・無職・学生 91

405 430 405 430

650円CＰ3

850円CＰ4

580円CＰ5

780円CＰ6

上記に該当するものが無い場合は、以下に具体的なお仕

事内容を記入してください。（例　教員、食品製造など）

約

契

険

保

の

他

★

※

該当するご職業に○をつけてください。

410

事務職 11

409 411

※ご加入後、コープさっぽろへの口座登録が必要となります。
別途、保険事業部よりご案内させていただきます。

この加入申込書に★印が付された項目は「告知事項」です。この項目の記載内容に誤りがある場合は、保険金のお支払いができないことや
保険契約を解除させていただくことがありますので正しくご記入ください。
※他の保険契約は、共済、生命保険を含みます。詳しくは重要事項説明書をご覧ください。また、複数の契約がある場合は、保障ごとの保険金額
の合計額（総額）が告知欄に記載の金額を超えている場合のみ合計額（総額）をご記入ください。告知いただいた金額により、この保険に加
入できない場合があります。なお、記載のない場合には、他の保険契約がない旨の告知をいただいたものとみなしますので、ご了承ください。

760

合計保険料

円

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　　　



支払われない場合があります。保障内容の差異や保険金額をご確
認いただき、特約等の要否をご判断いただいたうえで、ご加入く
ださい。（注）

（注）１保険のみに特約をセットした場合、保険を解約したとき
や、家族状況の変化（同居から別居への変更等）により被
保険者が保障の対象外になったときなどは、特約の保障が
なくなることがあります。ご注意ください。

＜保障が重複する可能性のある主な特約（保障）＞
今回ご加入いただく保障 保障の重複が生じる他の保障の例
個人賠償責任補償特約 普通傷害保険　賠償責任補償特約
被害事故補償特約 安心生活総合補償保険（普傷型）

被害事故補償特約
弁護士費用等補償特約 標準傷害保険　弁護士費用等補償特約

８．保障の開始・終了時期および保障期間　契約概要　注意喚起情報
● 保障の開始は、毎月所定の締切日（２５日）までに加入申込書
を提出いただきますと、その締切日の翌月1日の午前0時にな
ります。
● 保障の終了は、保障開始後最初に到来する１月1日の午後4時
までとなります。
● 保障期間は、特段のお申し出をされない限り、毎年1年間自動
的に継続します。継続後の保障期間は、１月１日の午後４時か
ら翌年の１月１日の午後４時となります。
９．保険金額の設定およびお引受条件等　契約概要
●保険金額の設定にあたっては、次のａ．～ｃ．にご注意ください。
　ａ．お客さまが実際に契約する保険金額については、本パンフ

レットでご確認ください。
　ｂ．加入限度は以下の通りです。
　　家族コース：1家族につき、合計で1加入
　　個人コース：1被保険者につき1加入
　ｃ 踏を度制険保的公の等度制費養療額高、は額日・額金険保 ．

まえて設定してください。公的保険制度の概要につきまし
ては、金融庁のホームページ（https://www.fsa.go.jp/
ordinary/insurance-portal.html）等をご確認ください。

10．保険料決定の仕組み　契約概要
● 保険料は選択される契約タイプ（保険金額）、保障期間等によ
り決定されます。お客様が実際にご加入いただく保険料は加入
申込書でご確認ください。
11．保険料の払込方法　契約概要　注意喚起情報
●保険料の払込方法は「月払い」となります。
12．保険料の払込猶予期間等の取扱い　注意喚起情報
● らか座口の）者入加ご（員合組、りよ月たし始開障保は料険保 
毎月２７日（金融機関休業日の場合は翌営業日となります）に
引き落とされます。
● 合場たっかなきでしと落き引が料険保の目回1第の時入加規新 
は、その翌月に第1回目と第2回目の2か月分の保険料を引き
落とします。このとき2か月分の保険料が引き落としできなかっ
た場合は加入の申し込みが不成立となり保険責任は開始しませ
ん。また自動継続加入後の第1回目の保険料の引き落としがで
きなかった場合で、その翌月に2か月分の保険料が引き落とし
できなかったときは、継続日（直近の１月１日）の午後4時に
さかのぼって保険責任は終了し、その時以降に生じた事故によ
るケガや損害に対しては、保険金はお支払いできませんのでご
注意ください。
● なきでがしと落き引に日落引の定所が料険保の降以目回2第 
かった場合は、その翌月に2か月分の保険料を引き落とします
が、このとき2か月分の保険料が引き落としできなかった場合
は1回目の引落不能月の1日午後4時にさかのぼって保険責任
は終了し、その時以降に生じた事故によるケガや損害に対して
は、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
13．満期返れい金・契約者配当金　契約概要
●この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。

ご加入時におけるご確認事項
１．告知義務（加入申込書の記載上の注意事項）　注意喚起情報
● ら知に確正を実事ていつに項事知告に時入加ご、はと務義知告 
せる義務のことです。告知事項とは、危険に関する重要な事項
として共栄火災が告知を求めるもので、加入申込書において★
印がついている項目のことです。この項目が事実と違っている
場合、または事実を記載しなかった場合は、保険を解除し、保
険金をお支払いできないことがあります。告知事項の記載内容
に誤りがないよう十分ご注意ください。
　告知事項
　　○被保険者本人のご職業
　　○他の保険契約

・険保害傷通普・険保害傷準標、はと」約契険保の他「 ）注（　　
家族傷害保険・交通事故傷害保険・ファミリー交通傷
害保険・積立家族傷害保険・積立ファミリー交通傷害
保険などの、身体のケガを保障する損害保険契約・生
命保険契約・共済契約・特約をいいます。

２．クーリングオフ　注意喚起情報
● グンリーク（除解はたま回撤のみ込申おもてっあで後み込申お 
オフ）を行う制度がありますが、本保険はクーリングオフの対象
となりません。ご加入の際は、ご契約内容を十分にご確認くださ
い。
３．死亡保険金受取人　注意喚起情報
● 傷害死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。特定
の方を指定することはできません。

ご加入後におけるご確認事項
１．ご注意いただく事項
● ご加入後、以下の変更が生じる場合は、取扱代理店または共栄
火災にご連絡ください。
　○組合員（ご加入者）の住所や氏名が変更となる場合
　○被保険者本人の氏名が変更となる場合
２．解約・脱退時の手続き　契約概要　注意喚起情報
ご加入後、この保険を解約される場合は取扱代理店または共栄火
災にご連絡ください。この場合、解約のご連絡から保険料の口座
引落が停止されるまでに所定の期間（ご加入の生協により異なり
ます。）が必要となります。
ご注意いただく事項
● ちうの間期障保、りよに件条の時入加、はてし際に約解の険保 
未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還しま
す。
● 料険保きべくだたい込払てじ応に間期のでま日約解らか日期始 
の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。
● 保険を解約される場合の書類のご提出締切日（書類受付日）は
毎月２５日で保険責任の終了日はご提出締切日の翌月1日の午
後4時です。
● この保険は、生協の組合員とその家族のための保険です。組合
員（ご加入者）が生協脱退等により組合員資格を喪失したとき
は、保険の解約手続きが必要となります。
３．被保険者からの解約　注意喚起情報
● 被保険者がご加入者以外の方で、一定の条件に該当するときは、
被保険者は保険の解約を求めることができます。被保険者から
解約の請求があった場合には、すみやかに取扱代理店または共
栄火災にご連絡ください。

その他ご留意いただきたいこと
１．保険会社破綻時等の取扱い　注意喚起情報
● み組仕の護保者約契険保の合場たし綻破が営経の社会険保受引 
として、「損害保険契約者保護機構」があり、共栄火災も加入
しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」による補
償の対象となり、引受保険会社が破綻した場合でも保険金・返
れい金等は、80％（破綻保険会社の支払停止から3か月間が
経過するまでに発生した保険事故に係る保険金につきましては
100％）まで保障されます。
２．個人情報の取扱い　注意喚起情報
● この契約に関する個人情報は、共栄火災がこの保険引受の審査
および履行のために利用するほか、共栄火災および共栄火災の
グループ会社が、この保険契約以外の商品・各種サービスのご
案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために
利用したり、提携先企業の商品・各種サービスの案内のために
利用することがあります（商品やサービスには変更や追加が生
じることがあります。）。ただし、保健医療等の特別な非公開情報
（センシティブ情報）の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業
務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定しま
す。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に
必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含みます。）、医療
機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供すること
があります。
●契約等の情報交換について

契険保、ていつに報情人個るす関に約契険保のこ、は災火栄共 　
約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団
法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会
社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
●再保険について

の約契険保再、を報情人個るす関に約契険保のこ、は災火栄共 　
締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求のため
に、再保険引受会社に提供することがあります。

さだく覧ごをジーペムーホの社会式株険保上海災火栄共はくし詳 ＊
）lmth.ycavirp/stnetnoc/pj.oc.iasakieoyk.www//:sptth（。い

３．重大事由による解除
● 次の事由に該当した場合には、保険を解除し、保険金をお支払
いできないことがあります。

さじ生をガケてしと的目をとこるせわ払支を金険保に社会険保 ①　
せ、または生じさせようとしたこと

　②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと
れらめ認とるす当該に力勢的会社反の他のそ、者係関団力暴 ③　

たこと
くし著が額計合の額金険保、りよに複重のと等約契険保の他 ④　

過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるお
それがあること

保、いな損を頼信の災火栄共に度程同と④～①、かほの記上 ⑤　
険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと

４．ご加入の継続について
● この保険制度の健全な運営のために、保険金請求状況や年齢な
どによっては、この制度への継続加入をお断りさせていただく
ことや保障内容を変更させていただくことがあります。その場
合は事前にご連絡します。
５．事故が起こった場合
● 事故が起こった場合には、すみやかに取扱代理店または共栄火
災にご連絡ください。なお、保険金の請求を行う場合は、保険
金請求書に加え、普通保険約款・特約に定める書類(※）のほか、
必要な書類等をご提出いただくことがあります。

類書のめたるす認確をとこるあで人取受金険保はたま者険保被 ※
として、印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本等の公的書類
をご提出いただくことがあります。

家族基本
プランα

家族充実
プランα

CF3 CF4

傷 害 通 院

個人賠償責任
（示談交渉サービスあり）

保障内容
契約の型

傷害
手術

傷 害 死 亡
傷害後遺障害

弁護士費用

法律相談費用

被害事故補償

最高1 億円

最高300万円
最高10万円

最高2,000万円
※「家族コース」は、ご家族全員を保障します。ご家族とは被保険者本人、本人の配偶者、本人またはその配偶者の「同居のご親族および別居の未婚のお子さま」をいいます。
 「個人賠償責任」は個人コースでもご家族全員を保障します。「個人賠償責任」部分につきましては、「同様の保障を行う他の契約（共済契約を含みます）・特約」がある場合、
 　保障が重複することがあります。ご加入に際しては、保障内容の差異や保険金額、その保障の要否をご確認ください。「個人基本プランα（賠責なし）」・「個人充実プランα
 （賠責なし）」については、ご本人もしくはご家族の方が加入されている個人賠償責任補償との重複を防ぐために設けたプランとなります。

月額保険料

入 院 中
の 手 術
入院中以外
の 手 術

5万円
2.5万円

7万円
3.5万円

5万円
2.5万円

7万円
3.5万円

5万円
2.5万円

7万円
3.5万円

傷 害 入 院
（事故日から180日以内）

家族コース（ご家族全員を保障）

300万円 500万円

12万円～300万円 20万円～500万円 8万円
～200万円

16万円
～400万円

8万円
～200万円

16万円
～400万円

個人基本
プランα

個人充実
プランα

個人基本
プランα

（賠責なし）

個人充実
プランα

（賠責なし）
CP3 CP4

最高1 億円

最高300万円

̶ ̶

最高10万円
最高2,000万円

200万円 400万円 200万円 400万円

CP5 CP6

780円580円850円650円2,140円1,620円

日額

5,000円
日額

7,000円
日額

5,000円
日額

7,000円
日額

5,000円
日額

7,000円
日額

2,500円
日額

3,500円
日額

2,500円
日額

3,500円
日額

2,500円
日額

3,500円

個人コース（ご本人のみを保障）

障
保
の
へ
手
相

障
保
の
へ
手
相

障
保
の
身
自
ご

障
保
の
身
自
ご

事故日から180日以内
90日限度）

⎛
⎝

⎞
⎠

後遺障害の程度に
応じて

⎛
⎝

⎞
⎠

お申し込み締切日と保障開始日
❶ お申し込み締切日：毎月25日
❷ 保障開始日：お申し込み締切日の翌月1日　午前0時
❸ 初回保険料の口座振替日：保障開始月の27日
　（金融機関休業日の場合は翌営業日）

❶
加入依頼書
お申し込み締切日
毎月●日

❷
補償開始日
●❶の翌々月
1日

❸
初回保険料の
口座振替日
●❷の月の●日

❹
契約更新日

翌年1月1日

解約される場合の書類のご提出締切日
❶ ご提出締切日：毎月25日
❷ 保障終了日：ご提出締切日の翌月1日　午後4時
❸ 最終保険料の口座振替日：ご提出締切日の当月27日
　（金融機関休業日の場合は翌営業日）

❶
解約書類
ご提出締切日
毎月●日

❷
補償終了日
（解約日）
❶の翌々月
1日

❸
最終保険料の
口座振替日
●❷の翌月●日● （険保害傷通交るすめすすおがさっぽろプーコ、はで面書のこ  

標準傷害保険）に関する重要事項（「契約概要」「注意喚起情報」
等）についてご説明しています。ご加入前に必ずお読みいた
だき、お申し込みくださいますようお願いします。

● るゃしっらいが方るれらけ受を障保の険保のこに外以者入加ご 
場合には、その方にもここに記載していることがらをお伝えく
ださい。
　契約概要→保険商品の内容をご理解いただくための事項
　注意喚起情報 事るなと益利不てっとに者入加ごてし際に入加ご →

項等、特にご注意いただきたい事項
● のもるいてし載記を容内のてべするす関に約契ご、は面書のこ 
ではありません。詳細については「ご加入のしおり」をご参照
ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または共
栄火災までお問い合わせください。

ご加入前におけるご確認事項
１．契約形態について
● 生、しと者約契険保をプー生活協同組合コ さっぽろ、は険保のこ 
協の組合員やそのご家族を被保険者とする団体契約です。
２．商品のしくみ　契約概要
● 亡おりたれさをガケが者険保被、りよに等故事通交は険保のこ 
くなりになったとき等に保険金をお支払いします。
３．ご加入者の範囲　契約概要
●この保険にお申し込みいただけますのは、生活協同組合コープさっ
ぽろの組合員ご本人様となります。
　（注）「ご加入者」とはこの保険をお申し込みいただく方をい

います。
４．被保険者としてお名前をご記入いただける方　契約概要
● の一同と員合組はたま員合組、はに人本者険保被：スーコ族家 

世帯に属する方のうち生計維持者（世帯主）また

はその配偶者をご指定ください。
● 個人コース： 被保険者には、次の①～③のいずれかおひとりを

ご指定ください。
　①組合員または組合員と同一の世帯に属する方
　②上記①の配偶者、ご両親

の居別るすに共を計生、族親の居同るすに共を計生と①記上 ③　
未婚のお子さま

　（注）「被保険者」とはこの保険の保障を受けられる方で、「被
保険者本人」とはこの保険の加入申込書に被保険者とし
てお名前をご記入いただく方をいいます。また「親族」とは、
ご本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内
の姻族をいい「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないこと
をいいます。

５．被保険者の範囲　契約概要
被保険者の範囲は本重要事項説明書記載の≪保障の概要≫でご確認
ください。
６．主な保障内容　契約概要　注意喚起情報
●保険金をお支払いする場合

るすい払支おを金険保「≫要概の障保≪の載記書明説項事要重本 　
場合」をご参照ください。

●保険金をお支払いできない場合
きでい払支おを金険保「≫要概の障保≪の載記書明説項事要重本 　

ない主な場合」をご参照ください。
で等」りおしの入加ご「は細詳。すまいてし載記をのもな主 ＊　

ご確認ください。
７．保障の重複に関するご注意　注意喚起情報
次表の特約等のご加入にあたっては、保障内容が同様のご契約（傷
害保険以外の保険にセットされる特約や共栄火災以外の保険を含
みます。）が他にある場合、保障が重複することがあります。保
障が重複すると、特約等の対象となる事故について、どちらの保
険からでも保障されますが、いずれか一方の保険からは保険金が

コープさっぽろがおすすめする交通傷害保険（標準傷害保険）の重要事項説明書　家族コース・個人コース




